R06　有給の特別休暇（病気休暇、妊婦通勤緩和）の新設について【教育合同】

○　他府県の状況等を踏まえ、人材確保の観点から、今回の改正に至った。

○　一般職非常勤職員が、負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合は、有給の病気休暇の期間を含めて、１の年度において合計９０日の範囲内で無給の病気休暇を取得することが可能。
